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《 痕跡の特徴 》＊農林水産省ＨＰ「野生鳥獣被害防止マニュアル」より引用

※詳しくは、市役所農政課（☎０４３－４４３－１４０２）へお問い合わせください。
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○毎週金曜日発行
○購読料　１ヶ月　７００円
※お申し込みは、農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局

～農業・農政の情報誌～
　　　　　　　全国農業新聞を購読しましょう

農地を貸したい方、農地を借りたい方は
「農地中間管理機構」にご相談ください！

　農地中間管理事業とは、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営
の効率化を図るため、農地中間管理機構が、農地を貸したい方(出し手)から借り受け、できる
だけまとまった形で農地を借りたい方に貸し付ける事業です。（但し、農地の状況により、借り
受けできないこともあります。）
　農地中間管理機構は、「公益社団法人 千葉県園芸協会」が千葉県から指定を受けて事業を進
めており、事業の中では、一定の条件を満たした農地の出し手（農地を貸した方）に支援も行っ
ております。
　農地を貸したい、借りたいという意向がある方は、是非ご活用ください。

　農地を農地以外の用途に使用する場合（転用）や農地の埋立て・盛土をする場合は、千葉県
知事の許可が必要となります。また、農地には遊休農地も含まれるとともに、登記簿の地目が
農地以外（山林や雑種地など）であっても登記簿の地目のみによって判断されず、土地の客観
的な状況（地目、現況、過去の経緯、利用状況等）によって、農地として判断される場合もあ
りますので、ご不明な場合は事前に農業委員会にご確認下さい。
　また、農地法の転用許可が必要であるにも関わらず、これを受けずに農地以外の用途に使用
している場合は、違反転用となり、農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられ
ることがあります。

※相談またはお問い合わせ先
　千葉県園芸協会（☎043‒223‒3011）または、市役所農政課（☎043‒443‒1402）

※農業委員会事務局（☎043‒443‒1483）の他、印旛農業事務所（☎043‒483‒1129）
　県農林水産部農地･農村振興課（☎043-223-2828）でも相談を受け付けています。

ストップ！　違反転用

農地法の
罰則 ３年以下の懲役 又は３００万円以下の罰金（法人は１億円以下の罰金）
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☆農業者年金の受給額の試算

☆保険料支払いによる節税効果（所得税・個人住民税・復興特別所得税）の目安

※保険料支払い分で控除される所得税+復興特別所得税+個人住民税の額の試算です。

※通常加入で保険料月額２万円で加入し、６５歳までの運用利回りが２.５％、６５歳以降の予定利率が
　０.２５％となった場合の試算です。受給総額は６５歳での農業者年金加入者について想定している平
　均余命を考慮し、男性８６.５歳、女性９２歳まで生存した場合の金額です。

　現況届は５月末日までにご自宅へ郵送されますので、氏名等をご記入のうえ（代理人で
も可）、６月３０日までに農業委員会へ提出してください。
　現況届が提出されずに、農業者年金基金において受給者の確認ができないと、１１月以
降の年金の支払いが差し止められますので、ご注意ください。

※詳しくは、農業委員会事務局（☎４４３－１４８３）へお問い合わせください。

農業者年金受給者の方へ 現況届は毎年必ず提出しましょう！

農業者年金に加入しませんか
農業者は広く加入できます
　①年間農業従事６０日以上
　②国民年金第１号被保険者
　③２０歳以上６０歳未満
　　であれば加入ＯＫ

保険料の額は範囲内で
自由に決められます
（月額２万～６万７千円）

一定の要件を満たす
農業者には保険料の
補助制度もあります

少子高齢化に強い積立方式
　自分で積み立てて、
　　将来、自分で受け取ります

終身年金で
８０歳まで保証付き！

公的年金ならではの
税制上の大きな優遇措置
　①支払った保険料は
　　全額社会保険料控除
　②運用益も非課税
　③将来、受け取る年金も
　　公的年金控除の
　　対象となります

途中脱退や再加入も
できます

加入
年齢

納付
期間

保険料
納付総額

年金額（年額） 想定される受給総額
女性男性 女性男性

課税対象所得 税　率 保険料月額２万円
（年額２４万）の場合

保険料月額６万７千円
（年額８０万４千円）の場合

１９５万円以下
１９５万円超３３０万円以下
３３０万円超６９５万円以下

１５.１％
２０.２％
３０.４％

３万６千円
４万８千円
７万３千円

１２万１千円
１６万２千円
２４万４千円

２０歳
３０歳
４０歳
５０歳

４０年
３０年
２０年
１０年

９６０万円
７２０万円
４８０万円
２４０万円

７６万円
５０万円
３０万円
１３万円

６４万円
４２万円
２５万円
１１万円

１,６２４万円
１,０７８万円
６３８万円
２８４万円

１,７１７万円
１,１３９万円
６７５万円
３０１万円


